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今日、障害のある子どもたちとその家族をめぐっては、相次ぐ社会保障・社会福祉制度の見直しとともに、教育制度の大幅な変更によって、さまざまな困難がおしつけられてきています。とりわけ、２００７年４月からはじまった「特別支援教育」においては、その施策に必要な環境整備や教員配置などの条件整備がまったく不十分であり、教育の後退さえ危惧されています。
また、障害児の排除につながる全国一斉学力テストの実施など、競争・格差づくりの教育の推進が、通常学級から排除される障害児を増やすとともに、子どもたちのすこやかな成長・発達を一層難しくしています。
私たちは、すべての障害児にゆきとどいた教育が保障されるよう、以下の事項の早急な具体化を求めて請願致します。
	
	   請願項目
	
	

	１．通常学級に在籍する障害児の学ぶ条件を整えてください。
  ①３０人以下学級を国の責任で実現してください。
　②エレベーターや障害者トイレの設置など、障害児が安心して学べる環境の整備　を国が計画的にすすめてください。
　③通級指導教室をすべての小中学校に設置し、教員を配置してください。
　④コーディネーターなど、「特別支援教育」をすすめるために必要な教職員を、　すべての小中学校に別枠で配置してください。
　⑤障害児が一時的に通学困難になった場合に学習の空白が生じないよう、その病　児の状態に応じて、通常学級に籍を置いたまま、院内学級・訪問教育などが受　けられるような柔軟な対応ができるようにしてください。
　⑥病気や障害があっても後期中等教育（高等学校進学と教育）が受けられるよう　保障してください。
２．障害児学級(固定式)を大幅に増設・充実してください。
３．障害児学校の教育を充実してください。
　①長時間通学、教室不足、マンモス学校などの実態を解消するために、障害児学　校の適正な通学時間、学校規模および適正配置についての国の指針を明らかに　してください。
　②障害種別を超えた学校において、障害に合った専門的な教育や、集団保障がで　きるよう、障害別教育部門の設置と教職員配置を制度化してください。
　③障害児学校のセンター的機能に必要な教員を配置してください。
　④子どもたちの通学保障にとどまらず、自立に大きな教育的役割をはたしている　寄宿舎の役割を認め、すべての必要な障害児に保障してください。
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